
千葉市監査委員告示第７号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、定期監査、

行政監査及び財政援助団体等監査の結果に基づき講じた措置について、別添のとおり千葉

市長から通知がありましたので、公表します。 

 

    令和２年３月３１日 

 

千葉市監査委員 大 木 正 人 

同       宮 原 清 貴 

同       森 山 和 博 

同       三 須 和 夫 

  



 

 

３１千総総第１１２７号 

令和２年３月１８日 

 

 千葉市監査委員 大 木 正 人 

 同       宮 原 清 貴 

 同       森 山 和 博 

 同       三 須 和 夫 

 

千葉市長 熊 谷 俊 人   

 

 

監査の結果に基づき講じた措置について（通知） 

 

 

 平成２１年度監査報告第２号、平成２８年度監査報告第９号、平成２９年度監査報告 

第１０号、平成３１年度監査報告第６号及び第８号により報告のあった監査の結果に基づき

講じた措置について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定に

より別紙のとおり通知します。 

 

 

様 



 

 

報告書番号 ２８監査報告第９号 

監査の種類 財務定期監査 

監査の結果（指摘事項） 講 じ た 措 置 

（１）収入事務 

イ 光熱水費の実費徴収を適正に行うべ

きもの（都市局） 

計量法第１６条によると、電力量計 

等の特定計量器で検定証印等が付され 

ているものであって、検定証印等の有 

効期間を経過したものは、取引又は証 

明における法定計量単位による計量に 

使用し、又は使用に供するために所持 

してはならないとされている。 

しかしながら、公園施設の管理許可 

に伴い、許可を受けた者が負担すべき 

光熱水費の算定に用いる一部の特定計 

量器（以下「子メーター」という。）に 

ついては、検定証印等に表示された有 

効期限を経過しているにもかかわら 

ず、引き続き取引又は証明上の計量に 

使用している状況が見受けられた。 

光熱水費の実費徴収については、施 

設ごとの使用量の実態等に応じ、実費 

徴収額の算定方法を再検討した上で、 

引き続き子メーターを使用する必要が 

ある場合は、台帳を作成して有効期間 

を継続的に管理するなど、適正に行わ 

れたい。 

 

 

 

 

光熱水費の実費徴収に係る算定方法につ

いては、引き続き子メーターを使用し、台帳

を作成して有効期間を継続的に管理するこ

ととした。 

 なお、有効期限を経過していた子メーター

については、令和元年１０月までに交換し

た。 

 

 

  



 

 

報告書番号 ２９監査報告第１０号 

監査の種類 事務事業定期監査（財務監査） 

監査の結果（指摘事項） 講 じ た 措 置 

（３）財産管理事務について 

エ 私債権に係る債権管理を適正に行う

べきもの（稲毛区役所） 

債権管理条例第７条第１号による

と、 非強制徴収債権のうち、消滅時効

について時効の援用を要する債権につ

いて、消滅時効に係る時効期間が満了

した場合は、当該債権を放棄すること

ができるとされている。 

    しかしながら、高額療養費貸付金元 

利収入については、消滅時効に係る有 

効期間が満了し、回収の見込みもない 

にもかかわらず、債権放棄の手続きを 

とっていなかった。 

    私債権に係る債権管理については、 

条例に基づき適正に行われたい。 

 

 

  

 

消滅時効に係る時効期間が満了し、回収の

見込みもない高額療養費貸付金元利収入金

については、平成３１年３月に債権放棄の手

続及び不納欠損処分を行い、令和元年９月に

議会へ債権放棄の報告をした。 

 

 

 

  



 

 

報告書番号 ３１監査報告第８号 

監査の種類 事務事業定期監査（財務監査） 

監査の結果（指摘事項） 講 じ た 措 置 

（３）契約事務 

イ 物品の調達事務を適正に行うべきも

の（教育委員会） 

    契約規則第２２条によると、契約に

当たっては、あらかじめ予定価格を定

めなければならず、その額は価格の総

額とされている。 

    また、千葉市物品会計規則（昭和５

２年千葉市規則第４９号）第１３条第

１項及び第３項によると、物品調達の

契約事務は、調達主管課長（学校の物品

調達にあっては学校施設課長）が行わ

なければならないとされているが、予

定価格が１０万円未満の物品について

は、「物品調達事務の取扱いについて」

（昭和５２年１０月１日付け市長指

定）により、所管課で調達できるとされ

ている。 

    しかしながら、学校用務員の被服の

購入については、所管課において、短期

間に同一業者から１０万円未満で複数

回調達しているが、契約金額を合算す

ると１０万円以上になっていることか

ら、予定価格が１０万円未満となるよ

う意図的に発注を分割したものと評価

される。 

    物品の調達事務については、規則に

基づき適正に行われたい。 

 

 

 

 

予定価格が１０万円以上の物品調達につ

いては、令和元年１２月分から、調達主管課

長に契約事務の執行を依頼している。 

（４）財産管理事務 

  ア 消耗品の管理を適正に行うべきもの

（教育委員会） 

    物品会計規則第４６条によると、物

品取扱員等は出納又は保管する消耗品

について消耗品出納簿を備え、分類及

び品目ごとにその増減等による数量、

現在高その他必要な事項を記録しなけ

ればならないとされている。 

    しかしながら、来客等に配布するポ

 

 

 

駐車場回数券の管理については、令和元年

１１月分から、消耗品出納簿を作成し記載す

るとともに、物品取扱員及び物品管理者が毎

月、在庫確認を行い、適正に行っている。 



 

 

ートサイドタワーの駐車場回数券につ

いては、消耗品出納簿が作成されてい

なかった。 

    消耗品の管理については、規則に基

づき適正に行われたい。 

 

 


